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一般社団法人ぷ らむ佐賀  2020年 度事業計画   |
(2020年 4月 1 日‐20214■ 3月 31 日)

1 事業実施の方針

交通事故や病気で脳に損傷を負い、後遺症として高次脳機能障害となられた当事者、及

び その家族に対 して行政医療・福祉機関などの情報を提供し、相互の「交流J「情報交
換J「相談」など支援の充実を図ります.ま た地域での支援力の充実・強化に向けて、個別

ケースを中心に地域の相談支援機関との連携強化に努めます.なお高次脳機能障害の

普及啓発活動として、講演会やfl修会の実施並びに広報活動も継続します。

2 2020年度事業計画

(1)高 次脳機能障害者及びその家族 (以下 「高次脳機能障害者等Jと いう)へ の相談
受付 情́報提供

① 相談・支援事業

事業内容    高次脳機能障害者やその家族、また関係機関などからの日常生活
における諸問題の相談、また問題解決を模索する

事業対象者   高次脳機能障害者、家族、行政福布L医療等の関係者
事業日時    通年
事業実施場所  佐賀県
その他     本事業は佐賀県からの受託事業として実施する

事業内容    高次脳機能障害者やその家族の支援者等、直接かかわる方々の障
害理解と支援力向上のため、研修活動実施

事業対象者   地域事業所の担当者及び関係者
事業日時    年 1回

事業実施場所  佐賀地区
その他     本事業は佐賀県からの受話事業として実施する

② 普及啓発事業



事業内容    外部講lllに よる講演会
事業対象者   高次脳機能障害者、家族、関係機関、 一般
事業日時    年 1回
事業実施場所  佐賀県
その他     本事業は佐賀県からの受話事業として実施する

③ 広報事業

事業内容    1市 次脳機能障害や相談支援センターまた家族会の存在を地域社
会へ広く周知してもらうためのホームページや会報誌、リーフレ

ット、メディアを活用し啓発活動を実施する

事業対象者   佐賀県民
事業日時    通年
事業実施場所  佐賀県
その他     本事業は佐賀県からの受.f事業として実施する

(2)|―j次脳機能1障害者等に関する交流促進

事業内容    高次脳機能障害者及びその家族との会合を開き、お互いが抱える
問題の提示やビアサポー トなどを行い、また楽しい時間を持てる

よう企画する

事業対象者   高次脳機能障害者及びその家族
事業日時    奇数月の第 4日 曜日 1330～
事業実施場所  佐賀県

① 交流促進事業計画

2020年             2021年

6月   通常総会       1月   新年会

7月   交流会        3月   交流会

9月   講演会・親睦会

11月  相談会


